


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 重点目標  １ 福祉教育の充実  ２ 地域がつながる取組の推進  ３ 相談支援事業の充実・発展 

  重点事業   

１ 子どもたちがつなぐ未来への希望 福祉の種まきプロジェクト 

 2013年度から取り組みを始めた福祉の種まきプロジェクトは、実践方法の検討を重ねています。昨年度も子どもたちが地域と関わること

で、地域で暮らす人の生き方を学び、役割を知ることができるようなプログラムを行ってきました。今年度も学校を拠点とした福祉教育の実践

に地域の多様な方の参画を得る形を継続していきます。有田市で育つ子どもたちが、有田市のよさ・価値に気づき、ふるさとへの愛着を形成

し、誇りあるまちとなるよう、地域・学校・家庭と協力して実践していきます。 

 ２ 生活支援体制整備事業 

 有田市から第２層生活支援コーディネーターを受託し、第１層協議体と共に、有田市に足りない資源を協議し、しくみづくりを行っていきま

す。第３層の生活支援コーディネーターとなる人材の育成も行っています。 

 また、本事業は社会福祉協議会の本来業務という認識をもち、分野・世代を超えた協働を視野に入れて活動します。 

 ３ AGALAを拠点とした住民主体の活動創出プロジェクト 

 多世代共生の居場所「AGALA」の活用について、和歌山県社会福祉協議会のモデル指定を受け、住民主体の活動創出を目指します。 

 ４ 支援ネットワークの強化事業 

 一人暮らしを中心とする方の終末期を考えるプロジェクトを継続しつつ、昨年度経験した台風２１号による災害時支援の課題について協

議していきます。地域福祉ネットワーク会議を軸に、さまざまな団体とも課題共有を図り、災害時の支援体制や普段の備えなど、専門職の協

働によりできることを検討してまいります。また、本会の地域福祉事業、介護保険事業のどちらの部門の職員にあっても、「地域福祉推進のた

めの福祉教育」の視点をもちニーズキャッチする機能の強化を図ります。このニーズキャッチから出されたことを基に、地域福祉という観点で他の

事業所専門職が学ぶ機会をつくります。 

法人運営事業  ４６，５００千円 

共同募金配分金事業  ２，２９０千円 

  

生活支援体制整備事業  ４，０１０千円 

 

 

善意銀行・福祉基金事業  

３，３００千円 

   

福祉サービス利用援助事業 

            ８，８６１千円 

  

ボランティア活動事業  

５２８千円 

2019年度 事業計画・予算について 有田市社会福祉協議会では、理事会（３月１４日）、評議員会（３月２８日）の

議決を経て、2019年度事業計画・予算を決定しました。 

（単位：千円） 

2019年度予算 

187,582 

 

適正な法人運営や事業運営を行うとともに、各部門間の連絡、

調整を行い、本会全体の適正な管理業務を行います。また、第２

次地域福祉活動計画の実践も行います。 

地域福祉の推進のため、「福祉教育の充実」に取り組んでいきま

す。地域住民が地域福祉を担っていくためには、住民自身が地域の

様々な課題に気づき、その解決に向けて自ら取り組んでいく手法を

学ぶ、気づきと学びのプロセスが必要です。そのことを通して、福祉課

題に主体的に取り組む意識が醸成され、結果、地域の福祉力が培

われます。子どもたちに対する福祉教育と共に、地域住民や専門職

に対する福祉教育を実践していきます。 

また、「相談支援事業の充実・発展」にも取り組みます。普段のつ

ながりがあることで、住民同士も専門職も気軽に相談することができ

ます。今あるネットワークの拡充と、専門職も事例を通して地域福祉

について学ぶ姿勢を身につけ、スキルアップにつなげてまいります。 

 

 有田市から第２層生活支援コーディネーターを受託し、第１層協

議体と共に、有田市に足りない資源を協議し、しくみづくりを行ってい

きます。第３層の生活支援コーディネーターとなる人材の育成も行っ

ています。 

 また、本事業は社会福祉協議会の本来業務という認識をもち、分

野・世代を超えた協働を視野に入れて活動します。 

 

 

 
 ご協力いただいた共同募金は、県共同募金会を通じ、高齢者、障

がい児者、子どもたちへの福祉活動のほか、ボランティア活動等、社

会福祉事業の貴重な財源になっています。 

 有田市においては、小中学校への学校図書の寄贈、保育所・幼

稚園での人形劇の上演、高齢者福祉活動、ボランティア活動の推

進等、地域の身近な活動に使用させていただいています。 

 

「地域がつながる取組の推進」を行

います。 

 誰もが自分らしく暮らせる福祉のまち

づくりを進めるには、昔ながらの隣近所

の助け合いに加えて、地域の中に自

分の居場所があり、自分の地域に関

心をもてるように、まずはさまざまな人

が交流し、つながりをつくる「出会いの

場」を地域の中に広げていくことが重

要です。 

 そんな “人と人を結び”、“心と心を

結び”、“人と地域を結ぶ” 取り 

組みを推進していきます。 

 

ボランティアに関する相談窓口とな

り、ボランティアをはじめたい方に登録

グループや活動の紹介を行います。ま

た、一般の方から子どもまで、多くの方

がボランティア活動に参加できるよう、

ボランティア体験講座を開催します。 

 さらには、災害時に備え、災害ボラ

ンティアセンターの設置・運営 

訓練を行います。 

  

 

判断能力の不十分な高齢者や知的

障がい者、精神障がい者に対して福祉

サービスの利用に関する情報提供、助

言、手続きの援助や金銭管理、重要

書類の預かりなどを行います。 

 また、成年後見制度による法人後見

事業を行います。家庭裁判所から選ば

れる成年後見人等の役割を、本会が

法人として担い、財産管理や 

身上監護を行います。 

 

  

 



 


